
日時 令和６年４月４日(木)　

午後３時開議

場所 市川市役所第２庁舎　大会議室１

１ 開会

２ 会議成立の宣言

３ 議事日程の決定

４ 議案第１号 市川市幼児教育振興審議会委員の解嘱について

議案第２号 市川市学校施設の開放に関する規則の一部改正について

５ 報告第１号 市川市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執

行に関する規則及び市川市教育委員会事務局等組織規則

の一部改正に関する臨時代理の報告について

報告第２号 市川市教育委員会事務決裁規程の一部改正に関する臨時

代理の報告について

報告第３号 市川市教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免に関

する臨時代理の報告について

報告第４号 市川市立学校職員服務規程の一部改正に関する臨時代理
の報告について

報告第５号 市川市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学

校の校長及び教頭の人事異動内申に関する臨時代理の報

告について

報告第６号 市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金交

付規則の制定に関する臨時代理の報告について

６ 閉会

令和６年４月定例教育委員会議事日程
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議案第１号 

市川市幼児教育振興審議会委員の解嘱について 

市川市幼児教育振興審議会委員の解嘱をしたいので、教育委員会の議決を求

める。 

令和６年４月４日提出 

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司 

理 由 

辞任願を提出した委員を解嘱する必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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市川市幼児教育振興審議会　解嘱委員

区 分 氏 名 所属・役職名　等 解　嘱　年　月　日

第1号委員
(学識経験のある者) 駒

こま

　久美子
くみこ

千葉大学　准教授 令和6年4月4日
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議案第２号

市川市学校施設の開放に関する規則の一部改正について

市川市学校施設の開放に関する規則の一部改正について、教育委員会の議

決を求める。 

令和６年４月４日提出

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司○○ 

理  由

市川市教育委員会の登録を受けた団体の責務に関する規定を定めるほ

か、６月１日から１０月３１日までの間に本市の体育館に設置された空調

設備を使用した団体から空調料を徴収することとしたことに伴い、その手

続に関する事項を定めることから、本規則の一部を改正する必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。
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市川市教育委員会規則第  号 

市川市学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 

市川市学校施設の開放に関する規則（平成１８年教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「照明設備」の次に「若しくは体育館に設置された空調設備」

を加える。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（団体の責務） 

第５条の２ 前条第１項の登録を受けた団体は、運動場等を使用しようとする

ときは、第２条に規定する学校とその使用に係る事項について連絡調整を図

るよう努めなければならない。 

第６条第１項中「前条第１項」を「第５条第１項」に改め、同条第２項中「前

条第２項」を「第５条第２項」に改める。 

第９条第２項中「第１４条第１項第２号」を「第１４条第１項第３号」に改

め、「照明料」の次に「又は空調料」を加える。 

第１０条第２項中「第１４条第１項第２号」を「第１４条第１項第３号」に

改め、「照明料」の次に「又は空調料」を加える。 

第１３条第１項中「運動場等」の次に「（第２条に規定する学校の体育館に

設置された空調設備（以下「空調設備」という。）を除く。）」を、「とし」の

次に「、空調設備を使用することができる日は６月１日から１０月３１日まで

の期間のうち委員会が指定する日とし」を加える。 

第１３条の２の見出し中「照明設備」の次に「及び空調設備」を加え、同条

中「）を含む」の次に「。次項において同じ」を加え、「市川市運動場等照明設

備使用実績報告書」を「市川市運動場等照明設備及び空調設備使用実績報告書」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 使用団体で、空調設備を使用したもの（次条第２項において「空調設備使

用団体」という。）は、使用日の属する月の翌月の５日までに、当該使用日

の属する月における空調設備の使用の実績について、市川市運動場等照明設
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備及び空調設備使用実績報告書により委員会に報告しなければならない。 

 第１４条の見出しを「（照明料及び空調料）」に改め、同条第１項中「前条」

を「前条第１項又は第２項」に、「照明料の額を算定し」を「照明料又は空調料

の額を算定し」に改め、同項ただし書中「照明料」の次に「又は空調料」を加

え、同項第１号ア中「別表」を「別表第１」に改め、同項第２号中「前号」を

「前２号」に改め、「照明料」の次に「又は空調料」を加え、同号を同項第３号

とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 当該報告に係る月分の空調料の額は、次に掲げるところにより算定した

額とする。 

ア 空調料の額は、総使用時間に別表第２に定める額を乗じて算定するも

のとする。 

イ 空調設備の総使用時間に１時間未満の端数が生じた場合においては、

当該端数が３０分未満であるときはこれを切り捨て、当該端数が３０分

以上であるときはこれを１時間とする。 

 第１４条第２項中「照明設備使用団体」の次に「又は空調設備使用団体」を、

「照明料」の次に「又は空調料」を加える。 

別表を別表第１とし、同表の次に別紙の１表を加える。 

様式第２号、様式第３号及び様式第５号の２を別紙のように改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の市川市学校施設の開放に関する規則の規定は、令和６年６月１日

以後の空調設備の使用に係る空調料について適用する。 
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別表第２（第１４条関係） 

学校名 １時間当たりの空調料の額 

真間小学校 ７２０円 

中山小学校 ７２０円 

国分小学校 ７２０円 

南行徳小学校 ７２０円 

宮久保小学校 ７２０円 

百合台小学校 ７２０円 

柏井小学校 ７２０円 

大洲小学校 ７２０円 

大野小学校 ７２０円 

大和田小学校 ７２０円 

塩浜学園 ７２０円 
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様式第２号(第８条関係) 

  〒 

様

団体登録番号 

年  月  日

市川市運動場等使用承認申請書 

市川市教育委員会 申請者 団体名

代表者 住所

氏名

電話番号 ( )

連絡担当者 住所

氏名

電話番号 ( )

運動場等の使用の承認について、次のとおり申請します。 

申請に当たっては、市川市学校施設の開放に関する規則及び使用承認証に記載された事項を遵守することを誓約します。 

使用学校 使用目的 使用人数 大人 人 中学生以下 人 

使用年月日 使用時間 使用場所 照明設備使用時間 
照明設備

使用形態 

空調設備使用時間 
※６月から１０月までの間に

空調設備を使用する場合

1 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

2 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

3 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

4 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

5 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

6 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

7 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

8 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

9 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

10 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

11 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

12 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 
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様式第３号(第９条関係) 

(表面) 

第 号

  〒 

様

団体登録番号 

市川市運動場等使用承認証 

申請者 団体名

代表者 住所

氏名

電話番号 ( )

連絡担当者 住所

氏名

電話番号 ( )

使用学校 使用目的 使用人数 大人 人 中学生以下 人 

使用年月日 使用時間 使用場所 照明設備使用時間 
照明設備

使用形態 

空調設備使用時間 
※６月から１０月までの間

に空調設備を使用する場合

照明料・空調

料の負担 

1 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

2 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

3 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

4 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

5 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

6 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

7 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

8 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

9 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

10 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

11 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

12 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 
： 

～ ： 

時間 

分 

上記のとおり運動場等の使用を承認します。 

年  月  日 

※使用に当たっての遵守事項は、裏面のとおりです。 市川市教育委員会 印 
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(裏面) 

運動場等の使用に当たっては、次の事項を遵守してください。 

1 使用する前に 

(1) 学校の設備を使用するときは、事前に学校の承認を受けてください。

(2) 使用当日は、この使用承認証を必ず持参してください。

なお、学校施設開放管理指導員がいる学校では、この使用承認証を提示してください。

(3) 承認を受けた団体及び目的以外には使用できません。

(4) 使用を取りやめる場合は、事前に学校に連絡し、所定の手続をしてください。

(5) 教育委員会が照明設備又は空調設備を使用していないと認める時間分の照明料又は

空調料以外は、還付はしません。

2 使用中・使用後 

(1) 承認された施設以外には、立ち入らないでください。

(2) 運動場等は禁煙です。

(3) 使用時間を守ってください。

なお、使用時間には、準備・後片付けや清掃に要する時間が含まれています。

時間内に施設の清掃をし、使用した施設は元通りに整理してください。

(4) ゴミは、必ず持ち帰ってください。

3 その他使用に当たっての注意事項 

(1) 運動場等を破損した場合は、必ず学校に報告してください。損害については、利用

者の責任において賠償していただきます。

(2) 使用に当たっては、近隣住民に迷惑を掛けないよう、充分に配慮してください。

(3) 次の場合は、教育委員会が使用の停止、使用の承認の取消し又は学校からの退場を

求めることがあります。

○ 上記の事項を遵守しないとき。

○ 教育委員会の指示に従わないとき。

4 照明設備又は空調設備使用実績の報告 

  照明設備又は空調設備の１月分の使用が終了したときは、照明設備又は空調設備の使用

月の翌月の５日までに、市川市運動場等照明設備及び空調設備使用実績報告書を学校に提

出してください。 

5 照明料又は空調料の納付 

  照明料又は空調料は、送付された納付書により、照明設備又は空調設備の使用月の翌々

月の１０日までに納付してください。 

市川市教育委員会
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様式第５号の２(第１３条の２関係) 

第 号

  〒 

様

団体登録番号 

年  月  日

市川市運動場等照明設備及び空調設備使用実績報告書 

申請者 団体名

代表者 住所

氏名

電話番号 ( )

連絡担当者 住所

氏名

電話番号 ( )

使用学校 使用目的 使用人数 大人 人 中学生以下 人 

使用年月日 使用時間 使用場所 照明設備使用実績 
照明設備

使用形態 

空調設備使用実績 
※６月から１０月までの間

に空調設備を使用する場合

照明料・空調

料の負担 

1 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

2 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

3 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

4 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

5 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

6 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

7 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

8 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

9 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

10 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

11 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

12 
年 

月 日( ) 

： 

～ ： 

運動場 体育館 
その他 
(     ) 

： 

～ ： 

時間 

分 

全点灯 

半点灯 

： 

～ ： 

時間 

分 

市記載欄 使用形態 時間 単価 合算額 

照明設備 

運動場 
全灯 円 

半灯 円 

体育館 
全灯 円 

半灯 円 

空調設備 円 

照明料及び空調料の合算額 円 
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市
川

市
学

校
施
設
の
開

放
に
関
す
る

規
則
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

 
参
考
資

料
 

現
行

改
正

後

（
使
用
す

る
こ
と
が
で

き
る
も
の
）

 

第
４

条
 

第
２

条
に

規
定

す
る

学
校

の
運

動
場

、
体

育
館

若
し

く
は

教
室

又
は

こ
れ

ら
に

設
置

さ
れ

た
照

明
設

備
 

（
以

下
「

運
動

場
等

」
と

い
う

。
）

を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

は
、

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

し
て

い
る

団

体
と
す
る
。
た
だ
し
、
市

川
市
教
育

委
員

会
（

以
下
「

委
員

会
」
と

い
う

。
）

が
適
当
と

認
め
る
団
体

は
、
こ
の
限

り
で

な
い

。
 

⑴
～
⑶
 

（
略
）

２
 
（
略

）

（
団
体
登

録
）
 

第
５
条
 

（
略
）

 

（
団
体
登

録
の
更
新
）

 

第
６

条
 

前
条

第
１

項
の

登
録

を
受

け
た

団
体

は
、

当
該

登
録

の
更

新
を

受
け

る
こ
と
が

で
き
る
。

 

２
 

前
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

の
規

定
は

、
前

項
の

登
録

の
更

新
を

受
け

る
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

２
項

中
「

団

体
は

、
」

と
あ

る
の

は
「

団
体

は
、

当
該

登
録

の
有

効
期

限
の

４
月

前
か

ら

当
該

有
効

期
限

ま
で

の
間

に
、

」
と

、
同

条
第

４
項

中
「

次
項

」
と

あ
る

の

は
「
第
６

条
第
３
項
」

と
読
み
替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 
（
略

）
 

（
使
用
の

承
認
等
）

 

第
９
条
 

（
略
）

 

２
 

委
員

会
は

、
前

条
第

２
項

又
は

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
と

（
使

用
す

る
こ

と
が
で

き
る
も
の
）

 

第
４

条
 

第
２

条
に

規
定

す
る

学
校

の
運

動
場

、
体

育
館

若
し

く
は

教
室

又
は

こ
れ

ら
に

設
置

さ
れ

た
照

明
設

備
若

し
く

は
体

育
館

に
設

置
さ

れ
た

空
調

設

備
（

以
下
「

運
動

場
等

」
と
い
う

。
）
を
使
用
す

る
こ
と
が
で

き
る
も
の
は

、

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

し
て

い
る

団
体

と
す

る
。

た
だ

し
、

市
川

市
教

育

委
員

会
（

以
下

「
委

員
会

」
と

い
う

。
）

が
適

当
と

認
め

る
団

体
は

、
こ

の

限
り

で
な

い
。

 

⑴
～

⑶
 

（
略

）

２
 
（

略
）

（
団

体
登

録
）

 

第
５

条
 

（
略

）
 

 
（

団
体

の
責

務
）

 

第
５

条
の

２
 

前
条

第
１

項
の

登
録

を
受

け
た

団
体

は
、
運

動
場

等
を

使
用

し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
第

２
条

に
規

定
す

る
学

校
と

そ
の

使
用

に
係

る
事

項

に
つ

い
て

連
絡

調
整

を
図

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
団

体
登

録
の

更
新
）

 

第
６

条
 

第
５

条
第

１
項

の
登

録
を

受
け

た
団

体
は

、
当

該
登

録
の

更
新

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

２
 

第
５

条
第

２
項

か
ら

第
４

項
ま

で
の

規
定

は
、

前
項

の
登

録
の

更
新

を
受

け
る

場
合

に
つ

い
て
準

用
す
る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
同
条

第
２
項
中
「
団

体
は

、
」

と
あ

る
の

は
「

団
体

は
、

当
該

登
録

の
有

効
期

限
の

４
月

前
か

ら

当
該

有
効

期
限

ま
で

の
間

に
、

」
と

、
同

条
第

４
項

中
「

次
項

」
と

あ
る

の

は
「

第
６

条
第

３
項
」

と
読
み
替
え

る
も
の
と
す

る
。
 

３
 
（

略
）

 

（
使

用
の

承
認

等
）

 

第
９

条
 

（
略

）
 

２
 

委
員

会
は

、
前

条
第

２
項

又
は

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
と
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現
行

改
正

後

き
は

、
当

該
申

請
に

係
る

運
動

場
等

を
管

理
す

る
校

長
の

意
見

を
聴

き
、

使

用
の
承
認

を
す
る
か
否

か
を
決
定
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

使
用

の
承

認
を

す
る

旨
の

決
定

を
す

る
と

き
は

、
併

せ
て

当
該

申
請

を
し

た

団
体

が
第

１
４

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
か

否
か

及
び

同

号
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

お
け

る
同

号
に

規
定

す
る

委
員

会
が

別

に
定

め
る

照
明

料
 

の
額

を
決

定
し

、
当

該
申

請
を

し
た

団
体

に
対

し
、

市

川
市
運
動

場
等
使
用
承

認
証
（
様
式

第
３

号
。
以

下
「

承
認

証
」
と

い
う

。
）

を
交
付
す

る
も
の
と
す

る
。
 

３
 
（
略

）
 

（
使

用
の

変
更
）

 

第
１
０
条

 
（
略
）

 

２
 

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
当

該
申

請
に

係
る

運
動

場
等

を
管

理
す

る
校

長
の

意
見

を
聴

き
、

そ
の

変
更

の
承

認
を

す

る
か

否
か

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

変
更

の
承

認

を
す

る
旨

の
決

定
を

す
る

と
き

は
、

併
せ

て
当

該
使

用
団

体
が

第
１

４
条

第

１
項

第
２

号
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
か

否
か

及
び

同
号

の
規

定
の

適
用

を

受
け
る
場

合
に
お
け
る

同
号
に
規
定

す
る

委
員

会
が

別
に

定
め

る
照

明
料

 
 

の
額

を
決

定
し

、
当

該
使

用
団

体
に

対
し

、
市

川
市

運
動

場
等

使
用

変
更

承

認
証

（
様

式
第

５
号

。
以

下
「

変
更

承
認

証
」

と
い

う
。

）
を

交
付

す
る

も

の
と
す
る

。
 

３
 
（
略

）
 

（
使
用
す

る
こ
と
が
で

き
る
日
及
び

時
間

）
 

第
１

３
条

 
運

動
場

等
 

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
日

は
１

月
１

日
か

ら
同

月
３

日
ま

で
及

び
１

２
月

２
９

日
か

ら
同

月
３

１
日

ま
で

を
除

く
日

と

し
 

、
プ

ー
ル

を
使

用
す
る

こ
と

が
で
き

る
日

は
委
員

会
が

指
定
す

る
日

と

す
る
。

 

き
は

、
当

該
申

請
に

係
る

運
動

場
等

を
管

理
す

る
校

長
の

意
見

を
聴

き
、

使

用
の

承
認

を
す

る
か
否

か
を
決
定
す

る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て

、

使
用

の
承

認
を

す
る

旨
の

決
定

を
す

る
と

き
は

、
併

せ
て

当
該

申
請

を
し

た

団
体

が
第

１
４

条
第

１
項

第
３

号
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
か

否
か

及
び

同

号
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

お
け

る
同

号
に

規
定

す
る

委
員

会
が

別

に
定

め
る

照
明

料
又

は
空

調
料

の
額

を
決

定
し

、
当

該
申

請
を

し
た

団
体

に

対
し

、
市

川
市

運
動

場
等

使
用

承
認

証
（

様
式

第
３

号
。

以
下

「
承

認
証

」

と
い

う
。

）
を

交
付
す

る
も
の
と
す

る
。
 

３
 
（

略
）

 

（
使
用
の

変
更
）

 

第
１

０
条

 
（

略
）

 

２
 

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
当

該
申

請
に

係
る

運
動

場
等

を
管

理
す

る
校

長
の

意
見

を
聴

き
、

そ
の

変
更

の
承

認
を

す

る
か

否
か

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

変
更

の
承

認

を
す

る
旨

の
決

定
を

す
る

と
き

は
、

併
せ

て
当

該
使

用
団

体
が

第
１

４
条

第

１
項

第
３

号
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
か

否
か

及
び

同
号

の
規

定
の

適
用

を

受
け

る
場

合
に

お
け

る
同

号
に

規
定

す
る

委
員

会
が

別
に

定
め

る
照

明
料

又

は
空

調
料

の
額

を
決

定
し

、
当

該
使

用
団

体
に

対
し

、
市

川
市

運
動

場
等

使

用
変

更
承

認
証

（
様

式
第

５
号

。
以

下
「

変
更

承
認

証
」

と
い

う
。

）
を

交

付
す

る
も

の
と

す
る
。

 

３
 
（

略
）

 

（
使

用
す

る
こ

と
が
で

き
る
日
及
び

時
間
）

 

第
１

３
条

 
運

動
場

等
（

第
２

条
に

規
定

す
る

学
校

の
体

育
館

に
設

置
さ

れ
た

空
調

設
備

（
以

下
「

空
調

設
備

」
と

い
う

。
）

を
除

く
。

）
を

使
用

す
る

こ

と
が

で
き

る
日

は
１

月
１

日
か

ら
同

月
３

日
ま

で
及

び
１

２
月

２
９

日
か

ら

同
月
３
１

日
ま
で

を
除

く
日
と
し

、
空

調
設

備
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
は

６
月

１
日

か
ら

１
０

月
３

１
日

ま
で

の
期

間
の

う
ち

委
員

会
が

指
定

す
る

日
と

し
、
プ

ー
ル

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
日

は
委

員
会

が
指

定
す
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現
行

改
正

後

２
～
４
 

（
略
）

 

（
照
明
設

備
 

の
使
用

に
関
す
る
実

績
報

告
）

 

第
１

３
条

の
２

 
使

用
団

体
（

第
１

０
条

第
２

項
後

段
（

第
１

１
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
変

更
承

認
証

の
交

付
を

受
け

た

団
体
（
第

１
５
条
第
１

項
に
お
い
て
「

変
更

承
認

証
の

交
付

を
受

け
た

団
体

」

と
い

う
。

）
を

含
む

 
。

）
で

、
第

２
条

に
規

定
す

る
学

校
の

運
動

場
又

は

体
育

館
に

設
置

さ
れ

た
照

明
設

備
（

消
費

電
力

が
２

キ
ロ

ワ
ッ

ト
以

上
の

も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し

た
も

の
（

次
条

第
２

項
に

お
い

て
「

照

明
設

備
使

用
団

体
」

と
い

う
。

）
は

、
使

用
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

の
５

日

ま
で

に
、

当
該

使
用

日
の

属
す

る
月

に
お

け
る

照
明

設
備

の
使

用
の

実
績

に

つ
い

て
、

市
川

市
運

動
場

等
照

明
設

備
使

用
実

績
報

告
書

（
様

式
第

５
号

の

２
）
に
よ

り
委
員
会
に

報
告
し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
照
明
料

）
 

第
１

４
条

 
委

員
会

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

報
告

が
あ

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
り

当
該

報
告

に
係

る
月

分
の

照
明

料
の

額

を
算

定
し

、
当

該
報

告
を

し
た

団
体

に
対

し
、

当
該

額
を

通
知

す
る

も
の

と

す
る

。
た

だ
し

、
第

９
条

第
２

項
後

段
又

は
第

１
０

条
第

２
項

後
段

（
第

 

１
１

条
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

照
明

料
 

の

負
担

が
生

じ
な

い
旨

の
決

定
を

し
た

と
き

は
、

当
該

額
の

通
知

は
行

わ
な

い

も
の
と
す

る
。
 

⑴
当

該
報

告
に

係
る

月
分

の
照

明
料

の
額

は
、

当
該

報
告

に
係

る
月

に
お

け
る

照
明

設
備

の
使

用
形

態
ご

と
の

使
用

時
間

を
合

算
し

た
時

間
（

ア
及

る
日

と
す

る
。

 

２
～

４
 

（
略

）
 

（
照

明
設

備
及

び
空
調

設
備
の
使
用

に
関
す
る
実

績
報
告
）

 

第
１

３
条

の
２

 
使

用
団

体
（

第
１

０
条

第
２

項
後

段
（

第
１

１
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
変

更
承

認
証

の
交

付
を

受
け

た

団
体
（

第
１

５
条

第
１

項
に
お
い
て
「

変
更
承
認

証
の
交
付
を

受
け
た
団
体

」

と
い

う
。

）
を

含
む

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
で

、
第

２
条

に
規

定
す

る

学
校

の
運

動
場

又
は

体
育

館
に

設
置

さ
れ

た
照

明
設

備
（

消
費

電
力

が
２

キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

の
も

の
に

限
る

。
以

下
同

じ
。

）
を

使
用

し
た

も
の

（
次

条

第
２

項
に

お
い

て
「

照
明

設
備

使
用

団
体

」
と

い
う

。
）

は
、

使
用

日
の

属

す
る

月
の

翌
月

の
５

日
ま

で
に

、
当

該
使

用
日

の
属

す
る

月
に

お
け

る
照

明

設
備

の
使

用
の

実
績

に
つ

い
て

、
市

川
市

運
動

場
等

照
明

設
備

及
び

空
調

設

備
使

用
実

績
報

告
書

（
様

式
第

５
号

の
２

）
に

よ
り

委
員

会
に

報
告

し
な

け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

２
 
使

用
団

体
で

、
空

調
設

備
を
使
用

し
た
も
の
（

次
条
第
２

項
に
お
い
て
「

空

調
設

備
使

用
団

体
」

と
い

う
。

）
は

、
使

用
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

の
５

日

ま
で

に
、

当
該

使
用

日
の

属
す

る
月

に
お

け
る

空
調

設
備

の
使

用
の

実
績

に

つ
い

て
、

市
川

市
運

動
場

等
照

明
設

備
及

び
空

調
設

備
使

用
実

績
報

告
書

に

よ
り

委
員

会
に

報
告
し

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

（
照

明
料

及
び

空
調
料

）
 

第
１

４
条

 
委

員
会

は
、

前
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

が

あ
っ

た
と

き
は

、
速

や
か

に
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
当

該
報

告
に

係

る
月

分
の

照
明

料
又

は
空

調
料

の
額

を
算

定
し

、
当

該
報

告
を

し
た

団
体

に

対
し

、
当

該
額

を
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
第

９
条

第
２

項
後

段

又
は

第
１

０
条

第
２

項
後

段
（

第
１

１
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
照

明
料

又
は

空
調

料
の

負
担

が
生

じ
な

い
旨

の
決

定

を
し

た
と

き
は

、
当
該

額
の
通
知
は

行
わ
な
い
も

の
と
す
る
。

 

⑴
当

該
報

告
に

係
る

月
分

の
照

明
料

の
額

は
、

当
該

報
告

に
係

る
月

に
お

け
る

照
明

設
備

の
使

用
形

態
ご

と
の

使
用

時
間

を
合

算
し

た
時

間
（

ア
及

13



現
行

改
正

後

び
イ
に
お

い
て
「
照
明

設
備

の
使
用
形

態
ご

と
の

総
使

用
時

間
」
と

い
う

。
）

及
び

当
該

報
告

に
係

る
月

に
お

け
る

照
明

設
備

の
使

用
形

態
（

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
「

照
明

設
備

の
使

用
形

態
」

と
い

う
。

）
に

応
じ

て
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
照

明
設

備
の

使
用

形
態

ご
と

の
照

明
料

の
額

（
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
使

用
形

態
ご

と
の

照
明

料
の

額
」

と
い

う
。
）
を

合
算
し
た
額

と
す
る
。

 

ア
使

用
形

態
ご

と
の

照
明

料
の

額
は

、
照

明
設

備
の

使
用

形
態

ご
と

の

総
使
用
時

間
に
別
表
に

定
め
る
額
を

乗
じ

て
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。

イ
～
エ
 

（
略
）

⑵
前

号
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
お

け
る
照
明

料
 

の
額
は

、
委
員
会
が

別
に

定
め

る
額

と
す

る
。

ア
～
エ
 

（
略
）

２
 

前
項

本
文

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
受

け
た

照
明

設
備

使
用

団
体

 
は

、
使

用
日

の
属

す
る

月
の

翌
々

月
の

１
０

日
ま

で
に

、
当

該
月

分
の

照
明

料
 

と

し
て
、
当

該
通
知
に
係

る
照
明
料
 

の
額

を
納

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

別
表
（
第

１
４
条
関
係

）
 

（
略

）
 

び
イ

に
お

い
て
「
照

明
設
備

の
使
用
形

態
ご
と
の
総

使
用
時
間

」
と
い

う
。
）

及
び

当
該

報
告

に
係

る
月

に
お

け
る

照
明

設
備

の
使

用
形

態
（

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
「

照
明

設
備

の
使

用
形

態
」

と
い

う
。

）
に

応
じ

て
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
照

明
設

備
の

使
用

形
態

ご
と

の
照

明
料

の
額

（
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
使

用
形

態
ご

と
の

照
明

料
の

額
」

と
い

う
。

）
を

合
算
し
た
額

と
す
る
。

 

ア
使

用
形

態
ご

と
の

照
明

料
の

額
は

、
照

明
設

備
の

使
用

形
態

ご
と

の

総
使

用
時

間
に

別
表

第
１

に
定

め
る

額
を

乗
じ

て
算

定
す

る
も

の
と

す

る
。

イ
～

エ
 

（
略

）

⑵
当

該
報

告
に

係
る

月
分

の
空

調
料

の
額

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
額
と
す
る

。
 

ア
空

調
料

の
額

は
、

総
使

用
時

間
に

別
表

第
２

に
定

め
る

額
を

乗
じ

て

算
定

す
る

も
の
と
す
る

。
 

イ
空

調
設

備
の

総
使

用
時

間
に

１
時

間
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に

お
い

て
は

、
当

該
端

数
が

３
０

分
未

満
で

あ
る

と
き

は
こ

れ
を

切
り

捨

て
、
当

該
端

数
が
３
０

分
以
上
で
あ

る
と
き
は
こ

れ
を
１
時
間

と
す
る
。 

⑶
前

２
号

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

お
け

る
照

明
料
又
は
空

調
料
の
額
は
、
委
員
会
が

別
に
定
め
る

額
と
す
る
。 

ア
～

エ
 

（
略

）

２
 

前
項

本
文

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
受

け
た

照
明

設
備

使
用

団
体

又
は

空
調

設
備

使
用

団
体

は
、

使
用

日
の

属
す

る
月

の
翌

々
月

の
１

０
日

ま
で

に
、

当

該
月

分
の

照
明

料
又

は
空

調
料

と
し

て
、

当
該

通
知

に
係

る
照

明
料

又
は

空

調
料

の
額

を
納

め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

別
表
第

１
（

第
１
４

条
関

係
）

 

（
略

）
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現
行

改
正

後

別
表
第
２

（
第
１
４

条
関

係
）

 

学
校

名
 

１
時

間
当

た
り

の
空

調
料

の
額

 

真
間

小
学

校
 

７
２
０
円

 

中
山

小
学

校
 

７
２
０
円

 

国
分

小
学

校
 

７
２
０
円

 

南
行

徳
小

学
校

 
７
２
０
円

 

宮
久

保
小

学
校

 
７
２
０
円

 

百
合

台
小

学
校

 
７
２
０
円

 

柏
井

小
学

校
 

７
２
０
円

 

大
洲

小
学

校
 

７
２
０
円

 

大
野

小
学

校
 

７
２
０
円

 

大
和

田
小

学
校

 
７
２
０
円

 

塩
浜

学
園

 
７
２
０
円
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（現行） 参考資料
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報告第１号 

市川市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関す 

る規則及び市川市教育委員会事務局等組織規則の一部改正に関す 

る臨時代理の報告について 

市川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項の

規定により令和６年３月２７日に別紙のとおり、市川市教育委員会の権限に属

する事務の委任及び補助執行に関する規則及び市川市教育委員会事務局等組織

規則の一部改正について臨時に代理したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

令和６年４月４日提出 

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司 
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市川市教育委員会規則第  号 

市川市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関す

る規則及び市川市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する

規則 

（市川市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の

一部改正） 

第１条 市川市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規

則（平成３０年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表中「幼稚園の教職員及び会計年度任用職員」を「職員」に、「こ

ども施設運営支援課」を「幼保施設管理課」に、「こども施設計画課」を「幼

保施設計画課」に改める。 

第４条の表中「、分限及び懲戒」を削り、「幼稚園の教職員及び会計年度任

用職員の職務」を「職員の職務」に、「幼稚園の教職員及び会計年度任用職員

の公立学校共済組合」を「職員の公立学校共済組合」に、「こども施設運営支

援課」を「幼保施設管理課」に、「こども施設計画課」を「幼保施設計画課」

に改める。 

 第５条第１項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同項第４号か

ら第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

 別表第２項を削り、同表第３項中「幼稚園の教職員及び会計年度任用職員」

を「職員」に改め、同項を同表第２項とし、同表第４項中「こども施設運営

支援課」を「幼保施設管理課」に改め、同項を同表第３項とする。 

（市川市教育委員会事務局等組織規則の一部改正） 

第２条 市川市教育委員会事務局等組織規則（昭和５３年教育委員会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項生涯学習部の表教育総務課の項第１２号中「及び給与」を削

り、同項第１９号を同項第２０号とし、同項第１５号から第１８号までを１

号ずつ繰り下げ、同項第１４号中「及び福利厚生」を削り、同号を同項第 

１５号とし、同項第１３号を同項第１４号とし、同項第１２号の次に次の１

22



 

号を加える。 

    ⒀ 職員の分限及び懲戒に関すること。 

  第５条第３項教育センターの表第８号中「適応指導教室」を「サポートル

ーム」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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参
考
資
料

 

市
川
市
教

育
委
員
会
の

権
限
に
属
す

る
事

務
の

委
任

及
び

補
助

執
行

に
関

す
る

規
則

及
び

市
川

市
教

育
委

員
会
事
務

局
等
組
織
規

則
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

現
行

改
正

後

（
委
任
）

 

第
３

条
 

教
育

委
員

会
は

、
そ

の
権

限
に

属
す

る
事

務
（

次
条

の
規

定
に

よ
り

補
助

執
行

を
さ

せ
る

事
務

並
び

に
重

要
な

事
項

、
異

例
な

事
項

、
新

規
な

事

項
及

び
疑

義
の

あ
る

事
項

に
係

る
事

務
を

除
く

。
）

の
う

ち
次

の
表

の
左

欄

に
掲

げ
る

も
の

を
、

市
長

の
補

助
機

関
で

あ
る

職
員

の
う

ち
同

表
の

右
欄

に

定
め
る
も

の
に
委
任
す

る
。
 

委
任
す
る

事
務

委
任

す
る

職
員

（
略

）

幼
稚

園
の

教
職

員
及

び
会

計
年

度
任

用
職

員
の

給
与

等
に
関
す

る
こ
と
。

（
略

）

（
略

）
 

（
略
）

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

及
び

こ
ど

も
施
設

運
営

支
援

課
の

職
員

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

並
び

に
こ

ど
も

施
設

計
画

課
及

び
こ

ど
も

施
設

運
営

支
援
課

の
職

員

（
補
助
執

行
）
 

第
４

条
 

教
育

委
員

会
は

、
そ

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

う
ち

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

も
の

を
市

長
の

補
助

機
関

で
あ

る
職

員
の

う
ち

同
表

の
右

欄
に

定

め
る
も
の

に
補
助
執
行

さ
せ
る
。

 

補
助
執
行

さ
せ
る
事
務

補
助

執
行

さ
せ

る
職

員

（
略

）

幼
稚

園
の

教
職

員
及

び
会

 

（
委

任
）

 

第
３

条
 

教
育

委
員

会
は

、
そ

の
権

限
に

属
す

る
事

務
（

次
条

の
規

定
に

よ
り

補
助

執
行

を
さ

せ
る

事
務

並
び

に
重

要
な

事
項

、
異

例
な

事
項

、
新

規
な

事

項
及

び
疑

義
の

あ
る

事
項

に
係

る
事

務
を

除
く

。
）

の
う

ち
次

の
表

の
左

欄

に
掲

げ
る

も
の

を
、

市
長

の
補

助
機

関
で

あ
る

職
員

の
う

ち
同

表
の

右
欄

に

定
め

る
も

の
に

委
任
す

る
。
 

委
任

す
る

事
務

委
任
す
る

職
員

（
略
）

職
員

の
給

与
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
略
）

（
略
）

 

（
略

）

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

及
び

幼
保

施
設
管
理

課
の
職
員

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

並
び

に
幼

保
施

設
計

画
課

及
び

幼
保

施
設

管
理

課
の

職
員

（
補

助
執

行
）

 

第
４

条
 

教
育

委
員

会
は

、
そ

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

う
ち

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

も
の

を
市

長
の

補
助

機
関

で
あ

る
職

員
の

う
ち

同
表

の
右

欄
に

定

め
る

も
の

に
補

助
執
行

さ
せ
る
。

 

補
助

執
行

さ
せ
る
事
務

補
助
執
行

さ
せ
る
職
員

（
略
）

幼
稚

園
の

教
職

員
及

び
会

○
市
川

市
教
育
委
員

会
の
権
限
に

属
す

る
事

務
の

委
任

及
び

補
助

執
行

に
関

す
る

規
則

【
第

１
条
の

規
定
に
よ
る

改
正
】
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現
行

改
正

後

計
年
度
任

用
職
員
の
任

免
、

分
限

及
び

懲
戒

に
関

す
る

こ
と
。

 
（

略
）

（
略
）

幼
稚

園
の

教
職

員
及

び
会

計
年

度
任

用
職

員
の

職
務

に
専

念
す

る
義

務
の

免
除

に
関

す
る

こ
と
。

 

（
略

）
幼

稚
園

の
教

職
員

及
び

会

計
年

度
任

用
職

員
の

公
立

学
校

共
済

組
合

、
公

務
災

害
、
社

会
保

険
等
に
関

す
る

こ
と
。

 

（
略
）

 

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

及
び

こ
ど

も
施
設

運
営

支
援

課
の

職
員

 

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

並
び

に
こ

ど
も

施
設

計
画

課
及

び
こ

ど
も

施
設

運
営

支
援
課

の
職

員
 

（
専

決
事

項
等
）

 

第
５

条
 

前
条

の
規

定
に

よ
り

補
助

執
行

を
さ

せ
る

事
務

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

補
助

執
行

を
す

る
職

員
は

、
当

該
補

助
執

行
を

す

る
に
当
た

り
、
教
育
委

員
会
に
諮
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

⑴
（
略

）

⑵
幼

稚
園

の
教

職
員

及
び

会
計

年
度

任
用

職
員

の
分

限
（

病
気

休
職

を
除

く
。
）
及

び
懲
戒
に
関

す
る
こ
と
。

 

⑶
～
⑹
 

（
略
）

２
 
（
略

）
 

計
年

度
任

用
職

員
の

任
免

 

に
関

す
る

こ
と
。

 
（
略
）

（
略

）

職
員

の
職

務
に

専
念

す
る

義
務

の
免

除
に

関
す

る
こ

と
。

 

（
略
）

職
員

の
公

立
学

校
共

済
組

合
、
公

務
災

害
、
社
会
保

険

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

（
略

）
 

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

及
び

幼
保

施
設
管
理

課
の
職
員

 

こ
ど

も
部

長
、

こ
ど

も
部

次
長

並
び

に
幼

保
施

設
計

画
課

及
び

幼
保

施
設

管
理

課
の

職
員

 

（
専
決
事

項
等
）

 

第
５

条
 

前
条

の
規

定
に

よ
り

補
助

執
行

を
さ

せ
る

事
務

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

補
助

執
行

を
す

る
職

員
は

、
当

該
補

助
執

行
を

す

る
に

当
た

り
、

教
育
委

員
会
に
諮
ら

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

⑴
（

略
）

⑵
～

⑸
 

（
略

）

２
 
（

略
）
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現
行

改
正

後

別
表
（
第

５
条
関
係
）

 
１

 
（

略
）
 

２
 
人
事

課
に
関
す
る

事
項
 

専
決
事
項

部
長

課
長

幼
稚

園
の

教
職

員
及

び
会

計
年

度
任

用

職
員

の
病

気
休

職
の

発
令

に
関

す
る

こ

と
。

〇

３
 
職
員

課
に
関
す
る

事
項
 

専
決
事
項

部
長

課
長

幼
稚

園
の

教
職

員
及

び
会

計
年

度
任

用

職
員

の
職

務
に

専
念

す
る

義
務

の
免

除

に
関
す
る

こ
と
。

（
略

）

４
 
こ
ど

も
施
設
運
営

支
援
課
に
関

す
る

事
項

 

（
略

）

（
事
務
分

掌
）
 

第
５

条
 

第
３

条
第

１
項

に
規

定
す

る
課

の
事

務
分

掌
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り
と
す

る
。
 

生
涯
学
習

部
 

教
育
総
務

課
 

⑴
～
⑾
 

（
略
）

⑿
職
員

の
任
免
及
び

給
与
に
関

す
る

こ
と

。

⒀
（
略

）

別
表

（
第

５
条

関
係

）

 
１

 
（

略
）

 

２
 
職

員
課

に
関

す
る

事
項
 

専
決
事
項

部
長

課
長

職
員

の
職

務
に

専
念

す
る

義
務

の
免

除

に
関
す
る

こ
と

。
 

（
略
）

３
 
幼

保
施

設
管
理
課

に
関
す
る
事

項
 

（
略
）

（
事

務
分

掌
）

 

第
５

条
 

第
３

条
第

１
項

に
規

定
す

る
課

の
事

務
分

掌
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

生
涯

学
習

部
 

教
育

総
務

課
 

⑴
～

⑾
 

（
略
）

⑿
職

員
の

任
免
 
に

関
す
る
こ
と

。

⒀
職

員
の

分
限
及
び

懲
戒
に
関
す

る
こ
と
。

⒁
（

略
）

○
市
川

市
教
育
委
員

会
事
務
局
等

組
織

規
則

【
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

】
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現
行

改
正

後

⒁
職
員

の
研
修
及
び

福
利
厚
生
に

関
す

る
こ

と
。

⒂
～
⒆
 

（
略
）

教
育
施
設

課
～
社
会
教

育
課
 
（
略

）
 

 
学

校
教

育
部
 
（
略

）
 

２
 
（
略

）
 

３
 

第
３

条
第

３
項

に
規

定
す

る
教

育
機

関
の

組
織

の
事

務
分

掌
は

、
お

お
む

ね
次
の
と

お
り
と
す
る

。
 

少
年
自

然
の
家
～
歴

史
博
物
館
及

び
自
然

博
物

館
 
（

略
）

 

教
育
セ
ン

タ
ー
 

⑴
～
⑺
 

（
略
）

⑻
適
応

指
導
教
室
に

関
す
る
こ
と

。

⑼
・
⑽
 

（
略
）

少
年
セ

ン
タ
ー
 

（
略

）

⒂
職

員
の

研
修
 
に

関
す
る
こ
と

。

⒃
～

⒇
 

（
略
）

教
育
施
設

課
～

社
会

教
育

課
 

（
略

）
 

学
校

教
育

部
 
（

略
）

 

２
 
（

略
）

 

３
 

第
３

条
第

３
項

に
規

定
す

る
教

育
機

関
の

組
織

の
事

務
分

掌
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

と
す
る

。
 

少
年

自
然

の
家

～
歴

史
博
物
館
及

び
自
然
博
物

館
 
（
略
）

 

教
育

セ
ン

タ
ー

 

⑴
～

⑺
 

（
略

）

⑻
サ

ポ
ー

ト
ル
ー
ム

に
関
す
る
こ

と
。

⑼
・

⑽
 

（
略

）

少
年

セ
ン

タ
ー

 
（

略
）
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報告第２号 

市川市教育委員会事務決裁規程の一部改正に関する臨時代理の報 

告について 

市川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項の

規定により令和６年３月２７日に別紙のとおり、市川市教育委員会事務決裁規

程の一部改正について臨時に代理したので、同条第２項の規定によりこれを報

告する。 

令和６年４月４日提出 

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司 

29



市川市教育委員会訓令第  号 

市川市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 

市川市教育委員会事務決裁規程（昭和６２年教育委員会訓令第４号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第１項の表担当室長の項中「、館長」を削り、同条第２項中「非常勤

職員」を「会計年度任用職員」に改める。 

第８条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を同

条第２項とし、同条第４項中「又は第２項」を削り、同項を同条第３項とし、

同条第５項中「又は第２項」を削り、同項を同条第４項とする。 

第１１条第１項第４号及び第１２条の表課長の項中「又は副主幹」を「、副

主幹又は館長」に改める。 

別表第２第１項中 

「 

病気休職の発令に関する

こと。 
副参事以上 主幹以下 

を 

職務に専念する義務の免

除に関すること。 
重要なもの 軽易なもの 

児童手当の認定に関する

こと。 
○ 

所得税及び住民税の源泉

徴収に関すること。 
○

扶養親族の認定に関する

こと。 
○

   」 

「 

病気休職の発令に関する

こと。 
副参事以上 主幹以下 に 

   」 

改める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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参
考
資
料

市
川
市
教

育
委
員
会
事

務
決
裁
規
程

の
一

部
改

正
に

つ
い

て

現
行

改
正

後

（
決
裁
過

程
）
 

第
４

条
 

決
裁

を
受

け
よ

う
と
す

る
事

項
に
つ

い
て

は
、
次

の
表

の
左
欄

に
掲

げ
る

決
裁

者
の

区
分

に
応

じ
、
同

表
の

右
欄
に

定
め

る
起
案

者
の

う
ち
当

該

事
項

に
係

る
事

務
を

担
当

す
る
も

の
が

起
案
を

行
い

、
同
表

の
中

欄
に
定

め

る
審

査
者

が
順

次
審

査
を

行
っ
た

後
、

当
該
決

裁
者

が
決
裁

す
る

も
の
と

す

る
。

 

決
裁
者

 
審
査
者

 
起

案
者

 

（
略
）

 

担
当
室
長

 
主

幹
、

副
主

幹
、

館
長

、

主
査

、
主

任
、
主

任
主

事
、

主
任

技
師

、
主

事
及

び
技

師
 

２
 

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
課

長
又
は

担
当

室
長
が

決
裁

者
で
あ

る
事

項
の

う
ち

、
そ

の
性

質
が

軽
易
で

あ
り

、
同
一

態
様

で
反
復

継
続

す
る
こ

と

が
予

想
さ

れ
る

も
の

に
つ

い
て
は

、
課

長
が
必

要
と

認
め
る

と
き

は
、
上

司

の
指

揮
監

督
の

下
に

臨
時

職
員
又

は
非

常
勤
職

員
の

う
ち
課

長
が

指
定
す

る

者
に
起
案

を
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き

る
。
こ

の
場

合
に

お
け

る
決

裁
過

程
は

、

課
長
が
あ

ら
か
じ
め
部

長
と
協
議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
・
４
 

（
略
）

 

（
課
長
専

決
権
の
委
譲

）
 

第
８
条
 

（
略
）

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
組

織
規
則

第
３

条
第
３

項
に

規
定
す

る
教

育
機

関
（

主
幹

以
上

の
職

員
が
置

か
れ

て
い
な

い
も

の
に
限

る
。

）
に
つ

い

て
は

、
当

該
教

育
機

関
を

所
管
す

る
課

長
は
、

別
表

第
１
に

定
め

ら
れ
て

い

る
課

長
専

決
事

項
の

う
ち

次
に
掲

げ
る

も
の
（

主
査

以
下
の

職
員

に
対
す

る

も
の
に
限

る
。
）
を
当
該

教
育
機
関
の

館
長

に
専

決
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。 

（
決

裁
過

程
）

 

第
４
条

 
決

裁
を
受

け
よ

う
と

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る
決

裁
者

の
区

分
に

応
じ

、
同

表
の

右
欄

に
定

め
る

起
案

者
の

う
ち

当
該

事
項
に

係
る

事
務

を
担

当
す

る
も

の
が

起
案

を
行

い
、

同
表

の
中

欄
に

定
め

る
審
査

者
が

順
次

審
査

を
行

っ
た

後
、

当
該

決
裁

者
が

決
裁

す
る

も
の

と
す

る
。

 

決
裁

者
 

審
査
者

 
起
案
者

 

（
略
）

 

担
当

室
長

 
主
幹
、
副
主
幹

 
、
主

査
、

主
任
、
主

任
主
事
、
主

任

技
師
、
主

事
及
び
技
師

 

２
 
前

項
に

定
め
る

も
の

の
ほ

か
、

課
長

又
は

担
当

室
長

が
決

裁
者

で
あ

る
事

項
の
う

ち
、

そ
の

性
質

が
軽

易
で

あ
り

、
同

一
態

様
で

反
復

継
続

す
る

こ
と

が
予
想

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
課

長
が

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

上
司

の
指
揮

監
督

の
下

に
臨

時
職

員
又

は
会

計
年

度
任

用
職

員
の

う
ち

課
長

が
指

定
す
る

者
に

起
案

を
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

け
る

決
裁

過
程

は
、

課
長

が
あ
ら

か
じ
め
部
長

と
協
議
し
て

定
め
る
も
の

と
す
る
。

 

３
・

４
 

（
略

）
 

（
課

長
専

決
権

の
委
譲

）
 

第
８

条
 

（
略

）
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現
行

改
正

後

⑴
職
員

の
休
暇
、
遅

刻
、
早
退
、

忌
引

等
の

承
認

⑵
職
員

の
市
内
出
張

と
そ
の
復
命

⑶
職
員

の
時
間
外
勤

務
命
令
及
び

休
日

勤
務

命
令

⑷
特
殊

勤
務
命
令

３
 

課
長

は
、

前
２

項
の

規
定
に

よ
り

あ
ら
か

じ
め

指
定
し

た
副

参
事
、

主
幹

又
は

教
育

機
関

の
館

長
に

専
決
権

を
委

譲
し
よ

う
と

す
る
と

き
は

、
あ
ら

か

じ
め
上
司

と
協
議
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

４
 

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
専
決

権
の

委
譲
を

受
け

た
者
は

、
当

該
専
決
に

つ
い
て
定
期

的
に
課
長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

５
 

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
専
決

権
の

委
譲
を

受
け

た
者
は

、
職

員
の

休
暇

が
長

期
に

わ
た

る
こ
と

が
予

想
さ
れ

る
場

合
そ
の

他
必

要
が
あ

る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

当
該
専

決
を

す
る
こ

と
に

つ
い
て

あ
ら

か
じ
め

課

長
と
協
議

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

（
代
決
）

 

第
１
１
条

 
決
裁
者
が

不
在
の
場
合

に
お
い

て
、
緊

急
や

む
を

得
な

い
と

き
は

、

次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に

よ
り
代
決
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

⑴
～
⑶
 

（
略
）

⑷
課

長
の

専
決
を

受
け

る
べ
き

事
項

に
つ
い

て
は

、
そ
の

事
務

を
担
当

す

る
担
当
室

長
、
副
参
事

、
主
幹
又
は

副
主

幹
が

そ
の

事
務

を
代

決
す

る
。

⑸
（
略

）

２
 
（
略

）
 

（
代
理
審

査
）
 

第
１

２
条

 
審

査
者

が
不

在
の
場

合
に

お
い
て

、
第

４
条
の

規
定

に
よ
り

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

職
位

の
審
査

の
対

象
と
さ

れ
た

事
項
に

つ
い

て
緊
急

や

む
を

得
な

い
と

き
は

、
同

表
の
右

欄
に

掲
げ
る

職
位

が
審
査

を
代

理
す
る

こ

と
が
で
き

る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て

、
前

条
第

２
項

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

２
 
課

長
は

、
前
項

の
規

定
に

よ
り

あ
ら

か
じ

め
指

定
し

た
副

参
事

、
主

幹
又

は
教
育

機
関

の
館

長
に

専
決

権
を

委
譲

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
上

司
と

協
議

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
第

１
項

 
の
規

定
に

よ
り

専
決

権
の

委
譲

を
受

け
た

者
は

、
当

該
専

決
に

つ
い

て
定

期
的

に
課
長

に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

４
 
第

１
項

 
の
規

定
に

よ
り

専
決

権
の

委
譲

を
受

け
た

者
は

、
職

員
の

休
暇

が
長
期

に
わ

た
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

場
合

そ
の

他
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る
場

合
は

、
当

該
専

決
を

す
る

こ
と

に
つ

い
て

あ
ら

か
じ

め
課

長
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

（
代

決
）

 

第
１

１
条

 
決

裁
者
が

不
在
の
場
合

に
お
い
て
、
緊

急
や
む
を
得

な
い
と
き
は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り
代
決
す

る
こ
と
が
で

き
る
。

 

⑴
～

⑶
 

（
略

）

⑷
課

長
の

専
決

を
受

け
る

べ
き

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

事
務

を
担

当
す

る
担
当

室
長

、
副

参
事

、
主

幹
、

副
主

幹
又

は
館

長
が

そ
の

事
務

を
代

決

す
る

。

⑸
（

略
）

２
 
（

略
）

 

（
代

理
審

査
）

 

第
１
２

条
 

審
査
者

が
不

在
の

場
合

に
お

い
て

、
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

次
の

表
の
左

欄
に

掲
げ

る
職

位
の

審
査

の
対

象
と

さ
れ

た
事

項
に

つ
い

て
緊

急
や

む
を
得

な
い

と
き

は
、

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
職

位
が

審
査

を
代

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の
場

合
に
お
い
て

、
前
条
第
２

項
の
規
定
を

準
用
す
る
。
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現
行

改
正

後

審
査
者

 
代

理
審

査
者

 

（
略

）
 

課
長

 
そ
の
事
務

を
担
当

す
る

副
参

事
、

主
幹

又
は

副
主

幹
 

（
略

）
 

別
表
第
２

（
第
６
条
関

係
）
 

個
別
専
決

事
項
 

１
 

教
育

総
務

課
に

関
す

る
事

項
 

専
決
事
項

 
教
育
次

長
 

部
長

 
課

長
 

（
略

）
 

病
気

休
職

の
発

令
に

関
す

る
こ

と
。

 
副

参
事

以
上

 
主

幹
以

下
 

職
務

に
専

念
す

る
義

務
の

免
除

に
関

す
る

こ
と
。

 

重
要

な
も

の
 
軽

易
な

も
の

 

児
童

手
当

の
認

定
に

関
す

る
こ

と
。

 
○

所
得

税
及

び
住

民
税

の
源

泉
徴

収
に

関
す

る
こ
と
。

 

○

扶
養

親
族

の
認

定
に

関
す
る
こ

と
。
 

○

２
～
１

３
 

（
略
）

 

審
査

者
 

代
理
審
査

者
 

（
略
）

 

課
長

 
そ

の
事

務
を

担
当

す
る

副
参

事
、

主
幹

、
副

主
幹

又

は
館
長

 

（
略
）

 

別
表

第
２

（
第

６
条
関

係
）
 

個
別

専
決

事
項

 

１
 

教
育

総
務

課
に

関
す

る
事

項
 

専
決

事
項

 
教
育
次
長

 
部
長

 
課
長

 

（
略
）

 

病
気

休
職

の
発

令
に

関
す

る
こ

と
。

 
副

参
事

以
上

 
主

幹
以

下
 

２
～

１
３
 
（

略
）
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報告第３号 

市川市教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免に関する臨時 

代理の報告について 

市川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項の

規定により令和６年３月２６日に別紙のとおり、市川市教育委員会事務局及び

教育機関の職員の任免について臨時に代理したので、同条第２項の規定により

これを報告する。 

令和６年４月４日提出 

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司 
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令和６年４月１日　市川市教育委員会事務局等職員異動表（７級職以上）

１．退職した職員

職名 氏名

生涯学習部 考古博物館 館長 杉山　元明

２．役職定年を迎えた職員及び教育委員会から異動した職員

職名

生涯学習部 次長 後藤　貴志 市長公室　室長

教育総務課 課長 樋口　智昭 保健部　次長

教育施設課 課長 小山松　健 生涯学習部　青少年育成課

社会教育課 課長 宮本　隆之 福祉部　地域共生課長

西部公民館 館長 藤田　俊雄 監査委員事務局　次長

南行徳公民館 館長 渡辺　由美子 行徳支所　福祉課副参事

中央図書館 館長 安永　崇 経済観光部　経済産業課長

学校教育部 義務教育課 課長 城戸　三郎 市川市立市川小学校長

指導課 課長 富永　香羊子 市川市立妙典小学校長

就学支援課 課長 日暮　真司 総務部　次長

３．教育委員会に異動してきた職員及び教育委員会内で異動・昇任のあった職員

職名

生涯学習部 次長 六郷　真紀子 会計管理者

教育総務課 課長 益子　隆史 総務部　人事課長

教育施設課 課長 竹林　英介 環境部　クリーンセンター副参事

青少年育成課 課長 舘野　裕之 農業委員会事務局　次長

社会教育課 課長 渡邊　雅直 保健部　斎場建設課長

中央図書館 館長 米田　有貴子 生涯学習部　中央図書館主幹

考古博物館 館長 小笠原　勝海 学校教育部　学校環境調整課長

学校教育部 次長 小島　信也 スポーツ部　次長

義務教育課 課長 小林　義行 市川市立南行徳中学校長

義務教育課学校安全安心対策担当室 担当室長 大熊　和男 市川市立塩焼小学校長

学校環境調整課 課長 三浦　将之 生涯学習部　青少年育成課長

指導課 課長 関原　一久 学校教育部　保健体育課長

就学支援課 課長 生澤　治 経済観光部　観光振興課長

保健体育課 課長 清水　秀峰 市川市立大野小学校長

所　属

旧　所　属
氏名 新　所　属

新　所　属
氏名 旧　所　属

所　属

所　属
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報告第４号 

市川市立学校職員服務規程の一部改正に関する臨時代理の報告に 

ついて 

市川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項の

規定により令和６年３月２７日に別紙のとおり、市川市立学校職員服務規程の

一部改正について臨時に代理したので、同条第２項の規定によりこれを報告す

る。 

令和６年４月４日提出 

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司 

37



市川市教育委員会訓令第  号 

市川市立学校職員服務規程の一部を改正する規程 

市川市立学校職員服務規程（昭和３９年教育委員会訓令第１号）の一部を次

のように改正する。 

第２２条中「こども施設運営支援課長」を「幼保施設管理課長」に改める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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市
川
市
立

学
校
職
員
服

務
規
程
の
一

部
改

正
に

つ
い

て

現
行

改
正

後

（
週
休
日

の
割
振
等
）

 

第
２
２
条

 
職
員
の
週

休
日
及
び
勤

務
時

間
の

割
振

り
、
週

休
日

の
振

替
等

並

び
に
休
憩

時
間
の
付
与

は
、
校
長
（
市

川
市

立
幼

稚
園

の
職

員
に

あ
っ

て
は

、

市
川

市
教

育
委

員
会

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

委
任

及
び

補
助

執
行

に
関

す
る
規
則
（

平
成
３
０

年
教
育
委
員

会
規

則
第

２
号

）
第

３
条

の
表

に
規

定

す
る
幼
稚

園
の
教
職
員

の
週
休
日
の

割
振

り
、
時

間
外

勤
務

命
令

、
休

暇
の

承
認
等
に

関
す
る
事
務

を
委
任
す
る

こ
ど

も
施

設
運

営
支

援
課

長
。
次

条
か

ら
第
２
７

条
ま
で
に
お

い
て
同
じ

。
）
が

行
う

も
の

と
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
校

長
は
、
校
務

の
実
情
又

は
勤

務
の

内
容

に
応

じ
て

、
県

費
負

担

教
職
員
と

の
均
衡
を
考

慮
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
週

休
日

の
割

振
等
）

 

第
２

２
条

 
職

員
の

週
休

日
及
び
勤

務
時
間
の
割

振
り
、
週
休
日

の
振
替
等

並

び
に

休
憩

時
間

の
付
与

は
、
校
長
（
市

川
市

立
幼
稚
園

の
職
員
に
あ

っ
て
は
、

市
川

市
教

育
委

員
会

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

委
任

及
び

補
助

執
行

に
関

す
る

規
則
（

平
成

３
０

年
教
育
委
員

会
規
則
第
２

号
）
第
３
条
の

表
に
規
定

す
る

幼
稚

園
の

教
職
員

の
週
休
日
の

割
振
り
、
時
間

外
勤
務
命

令
、
休
暇
の

承
認

等
に

関
す

る
事

務
を

委
任

す
る

幼
保

施
設

管
理

課
長

。
次

条
か

ら
第

 

２
７

条
ま

で
に

お
い
て

同
じ
。
）
が
行

う
も
の
と

す
る
。
こ

の
場

合
に
お
い

て
、
校

長
は

、
校

務
の
実

情
又
は
勤

務
の
内
容
に

応
じ
て
、
県
費

負
担
教
職

員
と

の
均

衡
を

考
慮
し

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

参
考
資
料
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報告第５号 

市川市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の校長 

及び教頭の人事異動内申に関する臨時代理の報告について 

 市川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項の 

規定により令和６年３月１９日に別紙のとおり、市川市立小学校、中学校、義

務教育学校及び特別支援学校の校長及び教頭の人事異動内申について臨時に代

理したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和６年４月４日提出 

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司 
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【校長異動】
１　退職
№ 氏　　名
1 退 職 河 上 真 也 子 大 町 小 学 校 3
2 退 職 佐 々 木 孝 子 富 美 浜 小 学 校 2
3 退 職 河 部 純 幸 小 学 校 3
1 県 教 委 ( 葛 南 教 育 事 務 所 ) 管 理 課 長 鷲 崎 和 也 宮 久 保 小 学 校 2
2 県教委(葛南教育事務所)主席指導主事 飯 田 毅 大 柏 小 学 校 2
3 市 教 委 ( 義 務 教 育 課 ) 課 長 小 林 義 行 南 行 徳 中 学 校 2
4 市教委(学校安全安心対策担当室)室長 大 熊 和 男 塩 焼 小 学 校 2
5 市 教 委 ( 保 健 体 育 課 ) 課 長 清 水 秀 峰 大 野 小 学 校 2
6 浦 安 市 教 委 （ 学 務 課 ） 課 長 鳥 海 勉 南 新 浜 小 学 校 2

２　退職（定年前再任用短時間）
№ 氏　　名
1 冨 貴 島 小 学 校 石 井 辰 治 八 幡 小 学 校 2
2 第 一 中 学 校 石 塚 秀 樹 東 国 分 中 学 校 3
3 第 八 中 学 校 新 部 操 第 四 中 学 校 2

３　役職定年（主幹教諭・教諭）
№ 氏　　名
1 行 徳 小 学 校 野 口 敏 樹 妙 典 小 学 校 2
2 南 新 浜 小 学 校 片 岡 玲 子 国 分 小 学 校 2
3 塩 焼 小 学 校 椎 名 美 幸 須 和 田 の 丘 支 援 学 校 3
4 妙 典 小 学 校 小 篭 宏 市 川 小 学 校 2
5 第 八 中 学 校 浅 原 愼 介 下 貝 塚 中 学 校 2
6 福 栄 中 学 校 田 中 敏 則 大 洲 小 学 校 3
7 大 洲 中 学 校 長 尾 諭 百 合 台 小 学 校 3

４　特例任用（校長）
№ 氏　　名
1 第 五 中 学 校 岡 良 和 第 八 中 学 校 3
2 第 六 中 学 校 河 合 滋 第 七 中 学 校 2

５　転補
№ 氏　　名
1 若 宮 小 学 校 松 本 啓 祐 稲 荷 木 小 学 校 2
2 南 行 徳 小 学 校 中 村 由 美 子 北 方 小 学 校 2
3 百 合 台 小 学 校 棚 澤 恵 子 若 宮 小 学 校 2
4 大 洲 小 学 校 柴 健 一 南 行 徳 小 学 校 2
5 幸 小 学 校 三 瀬 敬 曽 谷 小 学 校 2
6 塩 焼 小 学 校 吉 田 直 美 稲 越 小 学 校 2
7 第 七 中 学 校 川 俣 興 一 第 五 中 学 校 3
8 東 国 分 中 学 校 植 木 昭 貴 第 六 中 学 校 1

６　再任
№ 氏　　名
1 市 川 小 学 校 城 戸 三 郎 市 教 委 （ 義 務 教 育 課 ） 課長
2 八 幡 小 学 校 山 村 雅 彦 県 教 委 （ 葛 南 教 育 事 務 所 ） 指導室長
3 妙 典 小 学 校 富 永 香 羊 子 市 教 委 （ 指 導 課 ） 課長

７　新任
№ 氏　　名
1 国 分 小 学 校 江 澤 博 行 宮 久 保 小 学 校 教頭
2 大 柏 小 学 校 村 上 勝 正 市 教 委 （ 指 導 課 ） 主幹
3 稲 荷 木 小 学 校 田 岡 美 賀 百 合 台 小 学 校 教頭
4 宮 久 保 小 学 校 荻 原 明 子 市 教 委 （ 保 健 体 育 課 ） 主幹
5 曽 谷 小 学 校 田 部 井 伸 郎 市教委（学校地域連携推進課） 主幹
6 大 町 小 学 校 小 久 保 崇 鬼 高 小 学 校 教頭
7 北 方 小 学 校 髙 橋 洋 之 県 教 委 （ 葛 南 教 育 事 務 所 ） 管理主事
8 富 美 浜 小 学 校 平 賀 明 美 二 俣 小 学 校 教頭
9 南 新 浜 小 学 校 森 畑 浩 幸 大 洲 中 学 校 教頭
10 大 野 小 学 校 土 橋 弥 生 宮 田 小 学 校 教頭
11 稲 越 小 学 校 藤 枝 尚 子 千葉市教育センター（教職員研修班） 主任指導主事

12 第 四 中 学 校 青 木 良 斗 市 教 委 （ 少 年 セ ン タ ー ） 主幹
13 第 八 中 学 校 川 野 辺 修 市教委（学校安全安心対策担当室） 主幹
14 下 貝 塚 中 学 校 金 田 剛 市 教 委 （ 義 務 教 育 課 ） 主幹
15 南 行 徳 中 学 校 宇 佐 見 真 一 第 三 中 学 校 教頭
16 須 和 田 の 丘 支 援 学 校 芳 賀 竜 二 大 洲 中 学 校 教頭
17 松 戸 市 立 柿 ノ 木 台 小 学 校 川 口 斉 之 国 府 台 小 学 校 教頭

現在勤務先・職名

現在勤務先・職名転　出　先

令和５年度末及び令和６年度　　校 長・教 頭  異 動 名 簿

転　出　先

転　出　先

転　出　先 現在校（勤務年数）

現在校（勤務年数）

転　出　先 現在校（勤務年数）

転　出　先 現在校（勤務年数）

転　出　先 現在校（勤務年数）
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【教頭異動】
１　退職
№ 氏　　名
1 県 教 委 （ 葛 南 教 育 事 務 所 ） 管 理 主 事 松 尾 悟 信 篤 小 学 校 １
2 県 教 委 （ 教 育 総 務 課 ） 副 主 幹 小 合 基 夫 新 井 小 学 校 ２
3 市 教 委 （ 保 健 体 育 課 ） 主 幹 佐 竹 千 尋 鶴 指 小 学 校 ３
4 市 教 委 （ 義 務 教 育 課 ） 主 幹 八 木 孝 政 行 徳 小 学 校 ２
5 市 教 委 （ 少 年 セ ン タ ー ） 主 幹 酒 井 雅 彦 中 国 分 小 学 校 ２
6 市 教 委 （ 教 育 セ ン タ ー ） 主 幹 田 中 宗 生 塩 浜 学 園 ３
7 市 教 委 （ 指 導 課 ） 主 幹 関 口 一 秋 県 立 市 川 特 別 支 援 学 校 ２

２　役職定年（教諭）
№ 氏　　名
1 新 井 小 学 校 山 﨑 秀 樹 新 浜 小 学 校 ２
2 東 国 分 中 学 校 増 田 隆 真 間 小 学 校 ３

３　特例任用（教頭）
№ 氏　　名
3 第 六 中 学 校 鈴 木 正 則 第 六 中 学 校 ３

４　転補
№ 氏　　名
1 中 山 小 学 校 秋 山 忍 平 田 小 学 校 ２
2 鬼 高 小 学 校 堤 亜 里 沙 中 山 小 学 校 ２
3 宮 久 保 小 学 校 松 本 和 樹 福 栄 小 学 校 ２
4 新 浜 小 学 校 山 田 達 也 冨 貴 島 小 学 校 ２
5 百 合 台 小 学 校 石 野 貴 昭 須 和 田 の 丘 支 援 学 校 ２
6 第 三 中 学 校 大 﨑 奈 生 子 第 七 中 学 校 ３
7 高 谷 中 学 校 飯 野 智 之 第 二 中 学 校 ２
8 大 洲 中 学 校 志 村 至 央 高 谷 中 学 校 ２
9 妙 典 中 学 校 竹 木 伸 塩 浜 学 園 ２
10 塩 浜 学 園 阿 久 津 美 紀 福 栄 中 学 校 ３
11 船 橋 市 立 八 木 ヶ 谷 小 学 校 田 中 邦 治 大 和 田 小 学 校 ２

５　新任
№ 氏　　名
1 真 間 小 学 校 小 谷 春 晃 市 教 委 （ 指 導 課 ） 副主幹
2 宮 田 小 学 校 山 浦 清 香 市 教 委 （ 教 育 セ ン タ ー ） 副主幹
3 冨 貴 島 小 学 校 伊 藤 全 仁 市 教 委 （ 指 導 課 ） 副主幹
4 国 府 台 小 学 校 齋 藤 直 人 市 教 委 （ 指 導 課 ） 副主幹
5 平 田 小 学 校 島 野 由 香 二 俣 小 学 校 教諭
6 行 徳 小 学 校 林 達 彦 市 教 委 （ 義 務 教 育 課 ） 副主幹
7 信 篤 小 学 校 野 田 貴 志 市 教 委 （ 指 導 課 ） 副主幹
8 鶴 指 小 学 校 佐 山 卓 也 冨 貴 島 小 学 校 教諭
9 二 俣 小 学 校 岩 田 美 鈴 塩 浜 学 園 教諭
10 中 国 分 小 学 校 堀 井 康 弘 福 栄 小 学 校 教諭
11 新 井 小 学 校 稗 田 倫 之 市教委（学校地域連携推進課） 副主幹
12 大 和 田 小 学 校 湊 基 一 市教委（学校地域連携推進課） 副主幹
13 福 栄 小 学 校 大 槻 俊 介 幸 小 学 校 教諭
14 第 二 中 学 校 大 林 大 介 市 教 委 （ 義 務 教 育 課 ） 副主幹
15 福 栄 中 学 校 苅 米 隆 児 市 教 委 （ 保 健 体 育 課 ） 副主幹
16 大 洲 中 学 校 清 原 諭 高 第 三 中 学 校 教諭
17 塩 浜 学 園 髙 﨑 敦 史 稲 荷 木 小 学 校 教諭
18 須 和 田 の 丘 支 援 学 校 小 山 田 祐 介 市 教 委 （ 指 導 課 ） 副主幹

転　出　先

転　出　先

転　出　先

現在勤務先・職名

現在校（勤務年数）

現在校（勤務年数）

転　出　先 現在校（勤務年数）

転　出　先 現在校（勤務年数）
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報告第６号 

市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付規則の 

制定に関する臨時代理の報告について 

市川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項の

規定により令和６年３月２２日に別紙のとおり、市川市学校給食における食物

アレルギー等対応補助金交付規則の制定について臨時に代理したので、同条第

２項の規定によりこれを報告する。 

令和６年４月４日提出 

市川市教育委員会 

教育長 勝 山 浩 司 
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市川市教育委員会規則第  号 

市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、食物アレルギー等により学校給食の提供を受けることが

できない児童又は生徒（以下「児童等」という。）の健やかな成長を支援する

ため、当該児童等の保護者等に対し、市川市学校給食における食物アレルギ

ー等対応補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、市川市学校給食の実施及び学校給

食費の管理に関する条例（令和２年条例第３５号）及び市川市学校給食の実

施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和２年規則第７１号。次

条第２号イにおいて「規則」という。）において使用する用語の例による。 

２ この規則において「市立学校」とは、本市が設置する学校（幼稚園を除く。）

をいう。 

３ この規則において「補助対象児童等」とは、次に掲げる要件の全てを満た

す児童等をいう。 

⑴ 本市に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく記

録をされていること。 

⑵ 市立学校に在籍する児童等であること。

⑶ 次のいずれかに該当していること。ただし、市川市教育委員会（以下「委

員会」という。）が適当と認めたときは、この限りでない。 

ア 当該児童等の在籍する市立学校の校長から、食物アレルギーを理由に

当該年度を通して学校給食を提供しない旨の決定を受けた保護者等の当

該決定に係る児童等（以下「食物アレルギー児童等」という。） 

イ 委員会から、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会

の確保等に関する法律（平成２８年法律第１０５号）第１１条に規定す

る不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設（本市

が設置するものに限る。以下「支援施設」という。）に通うことについて
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決定を受けた保護者等の当該決定に係る児童等 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助

対象児童等の保護者等であって、次に掲げる要件の全てを満たすもののうち、

委員会の認定（以下「認定」という。）を受けたものとする。 

⑴ 本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされていること。

⑵ 学校給食の実施について、次のいずれかに該当していること。

ア 学校給食を申し込まない旨を申し出ていること。

イ 規則第６条第１項の規定による届出により、学校給食の全部が停止さ

れていること。 

⑶ 学校給食費を滞納していないこと。

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象児童等の区分に応じ、

同表の中欄に定める１日当たりの額に同表の右欄に定める日数を乗じて得た

額とする。 

区分 １日当たりの額 日数 

児童 ２００円 食物アレルギー児童等にあっては学校給食実

施日に出席した日数、支援施設に通う児童等

にあっては当該児童等が学校給食に代えて飲

食するための弁当を持参して当該支援施設に

通った日数 

生徒 ２５０円 

２ 委員会は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定により保護を

受けている補助対象児童等の世帯が補助金の交付を受けることにより当該世

帯の生活保護費の減額がされることとなると認められるときは、当該生活保

護費の減額がされなくなる額の範囲内で補助金の額を減額し、又は補助金を

交付しないことができる。 

（認定の申請） 

第５条 認定を受けようとする保護者等は、市川市学校給食における食物アレ

ルギー等対応補助金認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

委員会に提出しなければならない。 
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⑴ 住民票の写し

⑵ 食物アレルギー児童等の保護者等にあっては、第２条第３項第３号アの

決定を受けたことを確認することができる書類又はこれに準ずるものとし

て委員会が適当と認める書類 

⑶ 支援施設に通う児童等の保護者等にあっては、第２条第３項第第３号イ

の決定を受けたことを確認することができる書類の写し又はこれに準ずる

ものとして委員会が適当と認める書類 

⑷ その他委員会が必要と認める書類

２ 委員会は、前項第１号から第３号までに掲げる書類の内容を公簿等で確認

することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。 

３ 第１項の申請書の提出期限は、委員会が別に定める。 

（認定の決定等） 

第６条 委員会は、前条第１項の規定による認定の申請（以下「認定の申請」

という。）があったときは、当該認定の申請をした保護者等が補助対象者に該

当するかどうかを審査し、認定の可否を決定するものとする。 

２ 委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、市川市学校給

食における食物アレルギー等対応補助金認定通知書（様式第２号）により認

定の申請をした保護者等に通知するものとする。 

（変更等の届出） 

第７条 認定を受けた保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速

やかに、市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金認定事項（変

更・廃止）届出書（様式第３号）により、その旨を委員会に届け出なければ

ならない。 

⑴ 補助対象者でなくなったとき。

⑵ 認定の申請の内容に変更が生じたとき。

⑶ 補助金の交付を受けることを辞退するとき。

（認定の取消し等） 

第８条 委員会は、認定を受けた保護者等が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 
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⑴ 補助対象者でなくなったとき。

⑵ 補助金の交付を受けることを辞退したとき。

⑶ 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

⑷ 委員会の指示に従わないとき。

２ 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、市川市学校給食に

おける食物アレルギー等対応補助金認定取消通知書（様式第４号）により保

護者等に通知するものとする。 

（権限の委任） 

第９条 認定を受けた保護者等は、補助対象児童等の通う市立学校の校長又は

支援施設の職員に対し、補助金の請求に関する権限を委任するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第１０条 前条の規定による委任を受けた市立学校の校長又は支援施設の職員

は、市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金請求書（様式第５

号）に第４条第１項の表右欄に規定する日数を確認することができる書類を

添えて、委員会に提出しなければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、

補助対象者に対し補助金を交付するものとする。 

 （譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することがで

きない。 

（返還） 

第１２条 委員会は、第８条第１項の規定により認定を取り消した場合におい

て、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その補助金の返還

を命ずるものとする。 

（補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係）

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

〒 －

年 組

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

生年月日

対象児童等との続柄

電話番号
（日中連絡がとれる番号）

－ －

学校名 　市川市立 学校

ﾌﾘｶﾞﾅ

振
込
先

氏名

補
助
対
象
児
童
等

補助対象
期間

出張所

口座名義人（申請者又は補助対象児童等の名義・カタカナ
で記入してください。）※上から左詰めにて記載してくだ
さい。

店番号

補助対象要件
１

２

食物アレルギーを理由に当該年度を通して学校給食を提供しない旨の決定を受けている。

支援施設に通うことについて決定を受けている。

 銀行

 信用金庫・組合

 農業協同組合

市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金認定申請書

年　　月　　日

市川市教育委員会

上記申請者又は補助対象児童等の名義の振込先口座番号・名義等が確認できる通帳、キャッシュカード又はWEB通帳の印刷物等を添付してください。

申
請
者

生年月日

　市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金に係る認定を受けたいので、下記のとおり申
請します。

　市川市

金融機関ｺｰﾄﾞ

普通
口座

住民税等確認承諾書（※承諾する場合は、チェックしてください。）

□ 私（申請者）及び私の属する世帯の次に掲げる情報について、市が公簿等又は他の行政機関等
より確認することについて承諾します。なお、このことについて、私の属する世帯の世帯員の同
意を得ています。
⑴ 世帯員の住民情報
⑵ 世帯の状況に関する情報
⑶ 住民税及び扶養状況に関する情報
⑷ 当該児童等のアレルギー及び出欠に関する情報
⑸ その他学校給食費に関する情報

委任状

　私（申請者）は、上記の児童等に係る 年度市川市学校給食における食物アレルギー等対

応補助金の交付の請求に関する権限については、 に委任します。

本店

支店

始期

終期

口座番号
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様式第２号（第６条関係） 

 

市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金認定通知書 

 

 

市川第        

年  月  日 

 

           様 

市川市教育委員会 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった市川市学校給食における食物アレ

ルギー等対応補助金に係る認定について、下記のとおり決定したので、通知しま

す。 

 

記 

 

１ 認定します。 

 

 

２ 認定しません。 

（理由） 

  

 

 

 

（教示） 
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様式第３号（第７条関係） 

 

市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金認定事項 

（変更・廃止）届出書 

 

年  月  日 

市川市教育委員会 

 

              申請者 住所 

                  氏名 

 

 

    年  月  日付けで申請した市川市学校給食における食物アレルギ

ー等対応補助金に係る認定事項について、下記のとおり（変更・廃止）したので、

届け出ます。 

 

記 

 

１ 変更・廃止の内容 

 

 

 

２ 変更・廃止の理由 
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様式第４号（第８条関係） 

 

市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金認定取消通知書 

 

年  月  日 

           様 

市川市教育委員会 

 

 

 市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付規則第８条第１項

第   号の規定により、下記のとおり市川市学校給食における食物アレルギ

ー等対応補助金に係る認定を取り消したので、同条第２項の規定により通知し

ます。 

  

記 

 

１ 補助金認定日         年   月   日 

 

２ 補助金認定通知番号 

 

３ 補助金認定の取消内容 

 

 

４ 補助金認定の取消理由 

 

 

 

（教示） 
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様式第５号（第１０条関係） 

 

市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金請求書 
 

年  月  日 

市川市教育委員会 

 

              受任者 所在地 

                  施設名 

                  氏 名 

 

 

 市川市学校給食における食物アレルギー等対応補助金について、下記のとおり請求

します。 

 

記 

 

１ 請求金額           円 

 

２ 補助対象者及び補助対象児童等の氏名 

  補 助 対 象 者 氏 名              

  補助対象児童等氏名              

 

３ 補助金認定通知番号 

 

４ 補助対象期間 

      年   月   日 から     年   月   日 まで 

 

５ 補助対象日数 

       日 

  ※該当するほうにチェックを入れてください。 

□ 対象児童等が学校給食実施日に出席した日数 

□ 対象児童等が学校給食に代えて飲食するための弁当を持参して支援施設

に通った日数 

 

６ 添付書類 
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